
資料４ 

地方独立行政法人静岡県立病院機構 第2期中期目標の策定のポイント及び原案 

 
１ 中期目標とは 

  ・定    義（地独法第２５条第１項） 設立団体の長（県）が定める「地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標」 

   ・法定記載事項（同条第２項） 

      第１ 中期目標の期間(３年以上５年以下で知事が定める期間)    第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項      

    第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項           第４ 財務内容の改善に関する事項                      

    第５ その他業務運営に関する重要事項 

・ 手    続（同条第３項） 県は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴き、議会の議決を経て定める。 

・ 法人だけでなく、広く県民に伝えるとの観点から、分かりやすく、簡潔な構成及び表現とする。(第1期と同様の考え方) 

２ 策定のポイント 
 

                                                       

【基本的役割】                     

     

 

    【医療面】定款記載の業務                                                                                       

                             

                                                                              

                                                                          
                                                                         

【業務運営面】 

  

 

                                
                                                                                  
                                       

                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

３ 今後の対応  

８月～９月 パブリックコメント実施、県立病院機構との調整 

10 月開催予定の第２回評価委員会で最終案審議後、12 月県議会へ議案提出 

・ 高度・専門・特殊医療や救急・急性期医療等の分野における第一級の

病院 

・ 地域医療を確保するための支援の中心的機能 

第 2 期中期目標（案）のポイント（H26～30） 第 1 期中期目標の概要（H21～25） 

第 1 期の基本的役割は継続しつつ、更に第 2期では 

◎ 高度･専門医療等のさらなる充実・強化 

○医療技術の進展に対応した、高度・専門医療の充実･強化 

○高度救命救急センターの指定を目指した救急医療体制の充実 

○災害時医療の機能強化 ①医療の提供（3 大疾病や精神疾患、救急医療、周産期医療、小児医療に

おける高度・専門医療等の提供） ○臨床研究機能の強化 
②調査及び研究       ③技術者の研修  

◎ 医師の育成・確保機能の充実・強化 ④地域への支援       ⑤災害等における医療救護 

○研修機能の充実･強化、公的医療機関への医師派遣 

○県と協働した、県内の医師確保対策の推進 ①効率的な業務運営      ②経常収支比率 100％以上  

③法令等の遵守        ④情報発信        など 

◎ 新たな課題への対応 

                                                                                第 1期からの事情の変化・課題等 
○認知症、発達障害などへの取組 

・医療技術の進展に対応した、高度･専門医療の充実・強化  

・新東名高速道路の開通を契機とした、広域的な救急医療への対応 

さらに、広範囲熱傷等の特殊傷病患者に対応する、より高度な救急医療への対応 

・東日本大震災を踏まえた、災害時医療の機能強化 
・県民の医療ニーズに応えた質の高い医療の提供 

・医療の質の向上を図るため、研究機能の強化 
・研修機能の充実・強化による医師の育成･確保、県内公的医療機関へ医師派遣、県

の医師確保対策への協力 
・認知症、発達障害など、新たな課題への取組 
・中長期を見据えた病院運営の健全化、経営基盤の強化  

・医療施設･機器の計画的整備及び医療技術の進展等に応じた機動的な対応 

 
・中長期的な病院運営の健全化 
 
・先進医療機器の新たな取得を含めた、医療施設・機器等の計画的な整備等  
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